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２０２6年度  

キャリアデザイン学部キャリアアップ奨励金応募要項 

 

１．制度概要 

  キャリアデザイン学部キャリアアップ奨励金制度は、学生自らがチャレンジする学習活動のうち、本学部

の教育目的に合致し、特に意義があると認められる活動を支援するために設けられた学部独自の制度です。 

制度の趣旨をよく理解したうえで、学生のみなさんが積極的に活用することを期待します。 

 

2．奨励金の種類 

  奨励金は、次の（１）、（２）の区分にて給付します。 

 

（1）講座受講奨励金 

対象資格に関する教育・研修機関等の講座・コース・プログラム等を修了した場合に、その受講料等の

全部または一部を補助します。 

 ※2025年度まで対象としていた「講座区分B」については、2026年度より補助対象外となりました。 

 

（2）資格受験奨励金 

   対象資格を取得した場合に、その受験料等の全部または一部を補助します。 

ただし、１試験２万円を上限とします（資格の種類による補助上限の違いはありません）。 

 

対象となる資格および講座は、別資料「キャリアアップ奨励金対象資格・講座について」をご確認ください。 

 

3.出願資格 

以下に該当する者のみ、出願資格を有します。 

・キャリアデザイン学部在学生であること 

・申請年度に休学または留級をしていないこと 

・以下の、給付対象の資格・講座等を期間内に修得、修了していること 

 

◆給付対象資格・講座等の修得・修了時期 

今年度の奨励金の対象は、次の期間に修了または修得したものに限ります。 

・資格受験の場合 

2026年 1月 17（土）～2027年 1月 15日（金）までに取得したもの 

・講座受講の場合 

入学後に開始し、2027年 1月 15日(金)までに修了したもの 

※2027 年１月 16 日（土）以降に修了した講座や取得した資格については、本制度の内容変更により支

給対象外となる可能性があります。あらかじめご了承ください。 
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４．申請手続きについて 

 

（１）提出書類の準備 

   資格取得または講座修了後、次の書類２点を準備してください。 

提出形式は PDFファイルのアップロードもしくは、紙媒体での窓口提出です。 

 

①講座・資格等の受講料等または受験料等の支払いを証明する書類 

金額・日付・支払先が明記された領収証等（インターネット上で発行・出力された領収書も可） 

PDFファイルの場合、ファイル名を『“領収書”＆"申請者氏名 "  」と申請日付にすること。 

（例：領収書法政みらい 20260601.pdf） 

②講座の修了を証明する書類（講座修了証等）または資格の取得を証明する書類（合格証等）のコピー 

PDFファイルの場合、ファイル名を『“証明書類”＆"申請者氏名 "  」と申請日付とすること。 

（例：証明書類法政みらい 20260601.pdf） 

 

＜補足事項＞ 

・法政大学キャリアセンターの割引提携講座の領収証、講座修了証等については、受講先の専門学校等に 

直接発行の依頼をしてください。 

・講座・資格等を修了（取得）しているが、申請期日までに修了（取得）したことを証明する書類が提出できな 

い場合は、講座・資格等を受講・受験したことを確認できる書類（申込書、受験票、合格通知等）を提出す

れば、申請は可能です。 

ただし、後日必ず講座・資格等の修了（取得）したことを証明する書類（コピー可）を提出してください。 

奨励金給付が決定していても、これらの書類の提出がないと奨励金は給付されません。 

 

（２）申請期日 

2026年 6月 1日～2027年 1月 15日 (金) 【厳守】 

 

（３）申請方法 

下記Googleフォームより、必要事項を回答、（１）提出書類をアップロードしてください。  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTzHlw3ag8UQeLpdUtvfX_V0kkR4

eKT_JSXb0Ex3iQeLVj0g/viewform?usp=header  

 

 

＜注意事項＞ 

 給付金振込先口座情報をご回答いただきます。口座名義は本人に限ります。 

 提出書類のアップロードができない場合は、学部窓口に紙媒体でご提出ください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTzHlw3ag8UQeLpdUtvfX_V0kkR4eKT_JSXb0Ex3iQeLVj0g/viewform?usp=header%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTzHlw3ag8UQeLpdUtvfX_V0kkR4eKT_JSXb0Ex3iQeLVj0g/viewform?usp=header%20
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５．奨励金給付審査および採用について 

・奨励金給付の採否並びに給付額は、本学部教授会において申請件数や内容等を審査のうえ決定します

ので、必ずしも申請金額の全額（または補助金額の最高額）が給付されるわけではありません。 

・講座・資格とも、それぞれ複数件申請することができますが、その場合は全て採用されるとは限りません。 

・過去に給付された学生については、今回の申請状況によっては採用されない場合もあります。 

・給付の決定については、全ての申請分を３月下旬に通知をもってお知らせします。 

・給付金の振込は３月末の予定です。 

 

  以 上 


